
第２５回江戸川区農業委員会定例会 議事録 

 

１．開催日時 令和７年７月２２日(火) 午前１０時００分～ 

 

２．開催場所 江戸川区役所西棟庁舎 第５委員会室 

 

３．出席委員 （１２名） 

    会長     １３番 岩楯 重治    

    委員      １番 中里 良子    ２番 小林 俊明 

            ３番 田島 勝     ４番 佐久間 梅吉 

５番 関口 賢一    ６番 芦田 正之 

７番 寺内 敏一    ８番 島田 茂 

９番 石井 慎一   １０番 村山 雅美 

１１番 石川 善一    

 

４．欠席委員 （１名）１２番 眞利子 隆  

             

５．議事日程 

  第１ 議事録署名委員の氏名 

  第２ 議事 

 
 

報告第１号  農地法第５条の規定による農地転用のための権利移動届出の報告に 

       ついて 

 

議案第１号  租税特別措置法第７０条の６の規定による納税猶予の適用を受ける 

          農地等に係る農業経営を引き続き行っていることの証明願いについて 

 

 

６．農業委員会事務局職員 

    事務局長 石塚 修          係長 石塚 幸治 

    係員 砂森 かおり   係員 鈴木 恵衣 

 

７．会議の概要 



議 長 
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事務局 
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

村山委員 

おはようございます。委員の皆様には暑いところご出席いただきましてありがとう

ございます。ただ今より第２５回江戸川区農業委員会を開会します。なお本日、眞利

子委員さんより欠席というご連絡を頂いております。 

日程第１の議事録署名委員ですが、私からお願い申し上げますので、よろしくお願

いいたします。関口委員さんと芦田委員さんに議事録署名委員をお願いいたします。 

 

それでは、日程第２の議事に入ります。報告第１号をお願いいたします。 

 

  報告第１号（農地法第１条第１項第６号の規定による農地転用のための権利移動届

出の報告について）について、専決により１件の書類を受理いたしました。転用場所、

内容については、議案書のとおりです。以上でございます。 

   

  報告第１号について、質問等ございませんか。 

 

（質問、異議なし） 

 

  質問・意見等がないようです。報告案件でございますので、了解いただきたいと存

じます。 

 

  次に、議案第１号の審議をお願いします。 

 

議案第１号（租税特別措置法第７０条の６の規定による納税猶予の適用を受ける農

地等に係る農業経営を引き続き行っていることの証明願いについて）についてご審議

願います。概要及び経過を説明いたします。案件は３件ございます。 

まず１番目の土地の所在地番ですが、議案書記載のとおり３筆あります。引き続き農

業経営を行っている期間は令和３年１１月２０日～令和６年１１月１９日です。 

２番目の土地の所在地番は、議案書記載のとおり２筆あります。引き続き農業を行っ

ている期間は令和３年１１月２７日～令和６年１１月２６日です。 

３番目の土地の所在地番は、議案書記載のとおり３筆あります。引き続き農業を行っ

ている期間は令和３年１１月３０日～令和６年１１月２９日です。 

以上でございます。 

４番目の土地の所在地番は、議案書記載のとおり１筆あります。引き続き農業を行っ

ている期間は令和３年１１月１５日～令和６年１１月１４日です。 

以上でございます。 

 

 

議案第１号の１について、村山委員さんが確認を取ってございますので、報告をお

願いします。 

 

それでは報告いたします。７月１日に、事務局の石塚係長、鈴木さん、砂森さんと



 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

石井委員 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

岩楯委員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

●●の畑の現地確認に伺いました。農地は３筆あり、パイプハウスが●●ありました。

現在は小松菜を作付けしており、以前は●●にも出していましたが、●●が求める大

きさと●●とでは大きさが違うため、現在は●●出荷しているそうです。●●に出荷

しており、小松菜を播種していたので品種をお伺いしたところ、つなしまを蒔いてい

るそうです。小松菜の種を蒔いてるハウスが●●、出荷目前のハウスが●●、出荷し

ているハウスが●●、ナスとオクラは収穫し終えておりました。また、キュウリを植

えているハウスが●●あり、露地ではトマトを栽培していました。いつも一生懸命で

きれいに管理されていますので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議案第１号の２について、石井委員さんが確認を取ってございますので、報告をお

願いします。 

 

それでは報告いたします。事務局の石塚係長、鈴木さん、砂森さんと●●の畑の現

地確認に伺いました。●●は●●と小松菜を出荷されていました。畑は家の前に大き

なハウスが●●あり５～６０メートル離れたところに●●パイプハウスがありまし

た。確認に行った際には●●が離れたパイプハウスのほうで収穫作業を行っておりま

した。小松菜は夏も続けて出荷されており、時期をずらして播種し順番に出荷される

よう作付けしておりました。営農の継続の確認いたしましたのでご審議をお願いいた

します。 

 

議案第１号の３について、事務局の鈴木さんが確認を取ってございますので、報告

をお願いします。 

 

それでは報告いたします。本日眞利子委員が欠席のため代理で報告いたします。７

月３日に、眞利子委員と事務局の宮下、鈴木、砂森で●●の畑の現地確認に伺いまし

た。農地は全部で●●ありますが、納税猶予を受けている農地は３筆となっておりま

す。お伺いした当日、息子の●●と●●が作業をされておりました。生産した小松菜

は●●に出荷しており、余ったものは●●に出荷していると聞いております。きちん

と農地の管理がされており、眞利子委員から問題ありませんとご意見を頂いておりま

す。ご審議をお願いいたします。 

 

議案第１号の４について、私が確認を取っておりますのでご報告します。 

７月３日、宮下さん、鈴木さんと現地確認に伺いました。●●のお宅は先代のころか

ら篤農家で、広い畑を耕しておられました。畑も非常に広く、●●と●●の畑があり

ます。きちんと管理された農場でありましたのでご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

地区担当委員さんの証言がございますので、証明書の発行をいたしたいと思います

が、質問・ご異議等ございませんか。 

 



 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

（質問、異議なし） 

 

  それでは、議案第１号について証明書の発行を承認することといたします。 

 

  以上をもって、議事を終了いたします。 

 

   

 

 

 


